
障がい者雇用開拓・体験実習支援事業の流れ

・受入企業の概要情報については、「障害福祉情報サービスかなが

わ」に登録する就労移行支援事業所等に向けて、情報提供（メー

ル配信）しています。

・また、受入企業の詳細な情報については、障害者雇用促進セン

ターと、県内の障害者就業・生活支援センター等が登録簿を保管

しています。

※参加者の方は、利用している支援機関を通してお問い合わせく
ださい。

①受入企業

の確認

②体験実習

問合せ

④体験実習

の実施

⑤参加謝礼

金の受取

・企業、参加者、支援機関及び体験実習推進員で実習に向けての打

合せを行います。その際に、支援機関は、参加者の同意を得た上

で、配慮事項等のアセスメント情報を企業に伝達してください。

・企業、参加者、支援機関の間で実習についての合意が得られまし

たら、支援機関は実習開始日の７日前までに「障がい者雇用

開拓・体験実習支援事業参加申込書」（第４号様式）及び「口座

振込依頼書（参加者用）」（第５号様式）を障害者雇用促進セン

ターにご提出ください。

・実習場所や内容等の受入企業情報を、参加者は支援機関とともに

確認し、体験実習を希望する企業がありましたら、支援機関を

通して障害者雇用促進センターまでご連絡ください。必要に応じ

て調整を行います。

③事前の

打合せ

参加者・支援機関向け

障害者雇用促進センター 雇用促進課
045-633-6110（代表） 内線2523

・体験実習当日は、参加者の体調を企業が確認し、受入れ可能と判

断した場合に実習を開始します。参加者は、実習実施日に、「障

がい者雇用開拓・体験実習支援事業実施報告書」（第６号様式）

の必要事項を記入します。

・支援機関は、体験実習実施日に、必要に応じて現場での立会い等

の援助を行います。

・体験実習の最終日に、企業は「障がい者雇用開拓・体験実習支援

事業実施報告書」を参加者から受け取り、受入企業記入欄に記入

した上で、障害者雇用促進センターに提出します。

・体験実習実施後には、企業、参加者、支援機関の間で、体験実習

の振り返りを行います。

・県が書類等を確認し、体験実習を実施した月の翌々月末（土日等

の場合翌日）を目途に、参加謝礼金を口座振込依頼書に記載され

た所定の口座にお振込みします。



■障がい者雇用開拓・体験実習支援事業に関する
問合せ先

障害者雇用促進センター 雇用促進課
TEL：045-633-6110 （内線2523）
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